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  生

涯
学
習
セ
ン
タ
ồ
Ỗ
障
が
い
者

青
年
学
級
ớ
土
曜
学
級
Ờ

ボ
ラ
ン
テ
ỹ
ア
ス
タ
ỽ
フ

　
経
験
は
不
問
で
す
Ố
知
的
障
が

い
の
あ
る
方
と
軽
い
ス
ポ
ồ
ツ
や

音
楽
ỏ
料
理
な
ど
の
活
動
を
し
ま

す
Ố
　
活
動
に
関
心
の
あ
る
方
は
見
学

に
お
い
で
下
さ
い
Ố
活
動
内
容
等

を
説
明
し
ま
す
Ố

※
日
曜
日
に
活
動
す
る
学
級
も
あ

り
ま
す
Ố

日
毎
月
２
回
ỏ
原
則
第
２
・
４
土

曜
日
の
午
前
　
時
Ỗ
午
後
４
時

⚑⚐

※
毎
週
木
曜
日
の
夜
間
に
ỏ
ス
タ

ỽ
フ
会
議
が
あ
り
ま
す
Ố

場
同
セ
ン
タ
ồ

問
同
セ
ン
タ
ồ
辺
７
２
８
・
０
０

７
１
返
７
２
８
・
０
０
７
３

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ồ
ま
つ
り

企
画
・
運
営
委
員

　
　
月
　
日
ớ
金
Ờ
Ỗ
　
日
ớ
日
Ờ

⚑⚐

⚒⚓

⚒⚕

に
行
わ
れ
る
ủ
第
４
回
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ồ
ま
つ
り
Ứ
の
企
画
・
運

営
委
員
を
募
集
し
ま
す
Ố

　
皆
さ
ん
の
知
識
や
経
験
ỏ
ア
イ

デ
ア
を
運
営
に
生
か
し
て
み
ま
せ

ん
か
Ố

対
５
月
中
旬
Ỗ
　
月
の
火
曜
日
夜

⚑⚑

間
に
開
催
す
る
企
画
・
運
営
委
員

会
ớ
月
２
Ỗ
３
回
程
度
Ờ
に
参
加

で
き
る
方

場
同
セ
ン
タ
ồ

申
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
年

齢
を
明
示
し
ỏ
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
同
セ
ン
タ
ồớ
辺
７
２
８
・

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

０
０
７
１
返
７
２
８
・
０
０
７

３
Ờ
へ
Ố

 派
遣
期
間
と
利
用
時
間
数
を
拡
充

し
ま
し
た

町
田
市
育
児
支
援
ヘ
ル

パ
ồ
派
遣
事
業
の
変
更

対
２
歳
ớ
三
つ
子
以
上
は
４
歳
Ờ

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
て
ỏ
養
育

者
以
外
に
手
伝
ỳ
て
も
ら
え
る
方

が
い
な
い
家
庭

派
遣
期
間
と
利
用
時
間
単
体
児
ử

ớ
変
更
前
Ờ
産
後
２
か
月
以
内
に

　
時
間串

ớ
変
更
後
Ờ
満
２
歳
の

⚔⚐誕
生
日
前
日
ま
で
４
８
０
時
間
ỏ

双
子
ử
ớ
変
更
前
Ờ
産
後
１
年
以

内
に
１
０
０
時
間串

ớ
変
更
後
Ờ

満
２
歳
の
誕
生
日
前
日
ま
で
７
２

０
時
間
ỏ
三
つ
子
以
上
ử
ớ
変
更

無
し
Ờ
満
４
歳
の
誕
生
日
前
日
ま

で
１
年
に
つ
き
１
５
６
日

問
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ồ
辺

７
２
４
・
４
４
１
９
返
０
５
０
・

３
１
０
１
・
９
６
３
１

家
庭
用
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
を
使

用
ま
た
は
所
有
し
て
い
る
方
へ

使
用
状
況
調
査
を
実
施

　
市
で
は
ỏ
適
正
な
し
尿
く
み
取

り
業
務
を
実
施
し
て
い
く
た
め
ỏ

手
数
料
改
定
を
検
討
し
て
い
ま

す
Ố
　
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
の
現
況
及

び
今
後
の
使
用
状
況
を
的
確
に
把

握
す
る
た
め
ỏ
対
象
の
方
に
使
用

状
況
調
査
書
類
を
お
送
り
し
ま
し

た
Ố
同
封
の
ハ
ガ
キ
に
回
答
し
ỏ

４
月
　
日
ま
で
ớ
消
印
有
効
Ờ
に

⚓⚐

下
水
道
整
備
課
へ
返
送
し
て
下
さ

い
Ố
　
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
Ố

問
下
水
道
整
備
課
辺
７
２
４
・
４

３
０
６
返
０
５
０
・
３
１
６
１
・

６
５
３
７

小
・
中
学
校
で
か
か
る
費
用
の
一

部
を助

成
し
ま
す

ừ
就
学
援
助
費
Ử

対
①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

②
世
帯
全
員
の
２
０
１
４
年
中
の

合
計
所
得
の
合
算
が
一
定
基
準
額

を
超
え
な
い
方

○
基
準
額
と
は
　

　
例
え
ば
本
人
・
配
偶
者
・
子
ど

も
２
人
の
４
人
家
族
で
借
家
の
場

合
ỏ
年
間
の
合
計
所
得
が
約
３
３

３
万
円
以
下
ỏ
同
様
の
家
族
構
成

で
持
ち
家
の
場
合
ỏ
年
間
の
合
計

所
得
が
約
２
５
０
万
円
以
下
を
い

い
ま
す
ớ
合
計
所
得
と
は
年
間
の

収
入
か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い

た
後
の
金
額
ỜỐ

　
た
だ
し
ỏ
こ
の
金
額
は
大
体
の

目
安
で
ỏ
家
族
の
年
齢
や
構
成
に

よ
ỳ
て
異
な
り
ま
す
Ố

　
詳
細
は
ỏ
学
校
か
ら
配
布
さ
れ

る
ủ
学
校
で
か
か
る
費
用
の
援
助

が
受
け
ら
れ
る
お
知
ら
せ
Ỗ
就
学

援
助
費
Ứ
を
ご
覧
下
さ
い
Ố

内
学
用
品
費
・
校
外
活
動
費
・
修

学
旅
行
費
・
給
食
費
等
の
援
助

申
４
月
　
日
ま
で
に
直
接
学
校
ま

⚓⚐

た
は
学
務
課
ớ
郵
送
も
可
ỏ
４
月

　
日
消
印
有
効
Ờ
へ
Ố

⚓⚐※
５
月
以
降
も
申
請
で
き
ま
す

が
ỏ
認
定
月
が
変
わ
り
ま
す
Ố

※
市
外
に
お
住
ま
い
の
方
は
ỏ
給

食
費
な
ど
一
部
の
費
目
の
み
の
支

給
と
な
り
ま
す
Ố
他
の
費
目
に
つ

い
て
は
ỏ
住
民
登
録
地
の
教
育
委

員
会
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
Ố

※
市
内
在
住
で
ỏ
町
田
市
立
以
外

の
小
・
中
学
校
ớ
中
等
教
育
学
校

の
前
期
課
程
を
含
む
Ờ
に
在
籍
の

方
は
ỏ学
務
課
へ
ご
連
絡
下
さ
い
Ố

ừ
就
学
奨
励
費
Ử

対
町
田
市
立
小
・
中
学
校
の
特
別

支
援
学
級
に
在
籍
す
る
児
童
・
生

徒
の
保
護
者

内
学
用
品
費
・
校
外
活
動
費
・
修

学
旅
行
費
・
給
食
費
・
宿
泊
訓
練

費
等
の
援
助
ớ
世
帯
の
所
得
に
よ

り
異
な
る
Ờ

※
通
級
指
導
学
級
在
籍
の
方
に

は
ỏ
通
級
費
ớ
通
学
費
Ờ
の
み
を

支
給
し
ま
す
Ố

※
詳
細
は
ỏ
学
校
か
ら
配
布
さ
れ

る
ủ
学
校
で
か
か
る
費
用
の
援
助

が
受
け
ら
れ
る
お
知
ら
せ
Ỗ
就
学

奨
励
費
Ứ
を
ご
覧
下
さ
い
Ố

申
４
月
　
日
ま
で
に
直
接
学
校
ま

⚓⚐

た
は
学
務
課
ớ
郵
送
も
可
ỏ
４
月

　
日
消
印
有
効
Ờ
へ
Ố

⚓⚐

※
通
級
指
導
学
級
に
つ
い
て
は
ỏ

通
級
指
導
学
級
担
任
へ
提
出
し
て

下
さ
い
Ố

※
５
月
以
降
も
申
請
で
き
ま
す

が
ỏ
認
定
月
が
変
わ
り
ま
す
Ố

問
学
務
課
辺
７
２
４
・
２
１
７
６

返
０
５
０
・
３
１
６
１
・
７
９
９
６

新
入
学
の
お
祝
い
に

図
書
館
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
外

　
市
で
は
ỏ
今
年
小
学
校
に
新
入

学
し
た
市
内
在
住
の
お
子
さ
ん

に
ỏủ
と
し
Ỷ
か
ん
１
ね
ん
せ
い
・

ひ
き
か
え
け
ん
Ứを
配
布
し
て
い

ま
す
ớ
市
立
小
学
校
で
配
布
ỏ
各

市
立
図
書
館
に
も
有
り
ỜỐ

　
必
要
事
項
を
記
入
し
ỏ保
護
者

と
一
緒
に
各
市
立
図
書
館
に
来
館

し
て
利
用
券
を
作
成
し
た
お
子
さ

ん
に
ỏ
カ
ồ
ド
ケ
ồ
ス
を
差
し
上

げ
ま
す
Ố

問
中
央
図
書
館
辺
７
２
８
・
８
２

２
０
返
７
２
９
・
６
１
６
０
ỏ
ま

た
は
各
市
立
図
書
館

　
社
会
保
障
・
税
番
号
ớ
マ
イ
ナ

ン
バ
ồ
Ờ制
度
が
ỏ今
年
度
か
ら
本

格
的
に
ス
タ
ồ
ト
し
ま
す
Ố
テ
レ

ビ
で
コ
マ
ồ
シ
Ỿ
ル
も
始
ま
り
ỏ

関
心
を
お
持
ち
の
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
Ố
今
回
は
ỏ
お
問
い
合
わ

せ
の
多
い
質
問
に
つ
い
て
ご
説
明

し
ま
す
Ố

ừ
利
点
は
何
で
す
か
？
Ử

　
社
会
保
障
・
税
に
係
る
行
政
手

続
き
に
必
要
な
添
付
書
類
が
削
減

で
き
ỏ
国
民
の
利
便
性
が
向
上
し

ま
す
Ố
ま
た
ỏ
行
政
機
関
の
間
で

情
報
連
携
で
き
る
よ
う
に
な
り
ỏ

行
政
の
効
率
化
が
図
ら
れ
ま
す
Ố

さ
ら
に
ỏ
よ
り
正
確
な
所
得
の
把

握
が
可
能
と
な
り
ỏ
公
平
・
公
正

な
社
会
が
実
現
さ
れ
ま
す
Ố

ừ
マ
イ
ナ
ン
バ
ồ
は
ỏ
い
つ
分
か

る
の
で
す
か
？
Ử

　
住
民
票
を
有
す
る
す
べ
て
の
方

に
　
桁
の
番
号
が
付
さ
れ
ỏ
今
年

⚑⚒
　
月
に
ủ
通
知
カ
ồ
ド
Ứ
で
通
知

⚑⚐し
ま
す
Ố

ừ
マ
イ
ナ
ン
バ
ồ
は
ỏ
何
に
使
う

の
で
す
か
？
Ử

　
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の

分
野
の
み
で
利
用
さ
れ
ま
す
Ố

　
今
後
ỏ
年
金
・
雇
用
保
険
・
医

療
保
険
の
手
続
き
ỏ
生
活
保
護
・

児
童
手
当
そ
の
他
福
祉
の
給
付
ỏ

確
定
申
告
な
ど
税
の
申
告
等
で
マ

イ
ナ
ン
バ
ồ
の
記
載
が
必
要
に
な

り
ま
す
Ố

ừ
個
人
番
号
カ
ồ
ド
は
ỏ
何
に
使

え
る
の
で
す
か
？
Ử

　
電
子
証
明
書
が
搭
載
さ
れ
る
の

で
ỏ
ｅ
Ổ
Ｔ
ａ
ｘ
や
各
種
の
電
子

申
請
が
行
え
る
ほ
か
ỏ
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
住
民
票
等
の

証
明
書
自
動
交
付
が
利
用
で
き
ま

す
Ốま
た
ỏ氏
名
・
住
所
・
生
年
月

日
・
性
別
・
個
人
番
号
・
本
人
の

顔
写
真
が
掲
載
さ
れ
ま
す
の
で
ỏ

身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま

す
Ố
な
お
ỏ
個
人
番
号
カ
ồ
ド
の

交
付
は
来
年
１
月
以
降
で
す
Ố

ừ
住
民
基
本
台
帳
カ
ồ
ド
は
ỏ
ど

う
な
る
の
で
す
か
？
Ử

　
個
人
番
号
カ
ồ
ド
の
交
付
が
始

ま
る
来
年
１
月
か
ら
は
ỏ
交
付
さ

れ
ま
せ
ん
Ố
な
お
ỏ
今
年
の
　
月
⚑⚒

ま
で
に
交
付
さ
れ
た
住
民
基
本
台

帳
カ
ồ
ド
は
ỏ
こ
れ
ま
で
と
同
様

に
最
長
で
　
年
間
有
効
で
す
Ố

⚑⚐

ừ
も
ỳ
と
ỏ
詳
し
く
知
り
た
い
時

は
？
Ử

　
番
号
制
度
専
用
の
コ
ồ
ル
セ
ン

タ
ồ
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
Ố

○
日
本
語
対
応
ử
辺
０
５
７
０
・

　
・
０
１
７
８
ớ
全
国
共
通
ナ
ビ

⚒⚐ダ
イ
ヤ
ル
Ờ

○
英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語
・
ス

ペ
イ
ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
対
応

ử
辺
０
５
７
０
・
　
・
０
２
９
１

⚒⚐

ớ
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
Ờ

○
受
付
時
間
ử
平
日
の
午
前
９
時

Ỗ
午
後
５
時
　
分
ớ
年
末
年
始
を

⚓⚐

除
く
Ờ

問
市
民
課
辺
７
２
４
・
４
２
２
５

返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６
２
６
２

恩
温

桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶

恩
温

桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶

 　
４
月
１
日
付
で
次
の
と
お
り
人

事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
ớ
部
長

級
ỏ
カ
ỽ
コ
内
は
旧
職
ỜỐ

　
政
策
経
営
部
経
営
改
革
室
長

ớ
市
民
部
長
Ờ
榎
本
悦
次
▽
政
策

経
営
部
次
長
兼
企
画
政
策
課
長

ớ
い
き
い
き
健
康
部
保
険
年
金
課

長
Ờ
中
村
哲
也
▽
総
務
部
情
報
シ

ス
テ
ム
担
当
部
長
ớ
財
務
部
庁
舎

活
用
課
長
Ờ
小
寺
健
之
▽
総
務
部

次
長
兼
市
政
情
報
課
長
ớ
総
務
部

市
政
情
報
課
長
Ờ
熊
坂
惠
司
▽
総

務
部
次
長
ờ
労
務
担
当
Ởớ
町
田

市
民
病
院
事
務
部
総
務
課
長
Ờ
吉

川
清
美
▽
総
務
部
次
長
兼
総
務
課

長
ớ
地
域
福
祉
部
次
長
兼
福
祉
総

務
課
長
Ờ
髙
階
康
輔
▽
総
務
部
次

長
兼
職
員
課
長
ớ
総
務
部
次
長

ờ
労
務
担
当
ỞỜ
高
橋
修
一
▽
財
務

部
次
長
兼
納
税
課
長
ớ
財
務
部
納

税
課
長
Ờ
吉
田
公
生
▽
財
務
部
次

長
兼
営
繕
課
長
ớ
財
務
部
営
繕
課

長
Ờ
髙
原
豊
明
▽
市
民
部
長
ớ
環

境
資
源
部
長
Ờ
内
山
重
雄
▽
市
民

部
防
災
安
全
担
当
部
長
ớ
建
設
部

次
長
兼
道
路
整
備
課
長
Ờ
福
田
均

▽
文
化
ス
ポ
ồ
ツ
振
興
部
長
ớ
町

人
事
異

人
事
異
動動

田
市
民
病
院
事
務
部
長
Ờ
田
後
毅

▽
地
域
福
祉
部
次
長
兼
福
祉
総
務

課
長
ớ
政
策
経
営
部
次
長
兼
企
画

政
策
課
長
Ờ
平
林
隆
彦
▽
い
き
い

き
生
活
部
長
ớ
い
き
い
き
健
康
部

長
Ờ
北
澤
英
明
▽
い
き
い
き
生
活

部
次
長
兼
い
き
い
き
総
務
課
長

ớ
財
務
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